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 〔  開会 １ ０時４ ５分 〕  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 皆さん、おはようございます。  

 本日は大変御多用の中を10月臨時町議会に御出席をいただきまして、誠にありがとう

ございます。  

 さて、日々の情報、 コロナからウクライナ、そして宗教問題等々話題は尽きません。

すごろく のように振出しに戻り、石黒町長からもお話がありましたように、 コロナ第８

波の危機感をあらわにする発言が専門家から相次いでいる中、 インフルエンザの流行も

心配されており、 ツインデミ ックスのおそれとも言われております。  

 2022年も残すところ２か月です。皆様にはそれぞれの立場で議員活動に精励をよろし

く お願いいたします。  

 それでは、ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、 こ

れより令和４年第７回南知多町議会臨時会を開会いたします。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 なお、 議案説明等のため、地方自治法第121条の規定により、 町長はじめ関係職員の

出席を求めましたので御報告いたします。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。日程に従い、議

案の審議を逐次行ってまいりますので、よろしく お願いをいたします。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（ 石垣菊蔵君）

 日程第１ 、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、 議長において３番、鈴木浩二議

員、 ４番、片山陽市議員を指名いたします。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２  会期の決定

○議長（ 石垣菊蔵君）

 日程第２ 、会期の決定の件を議題といたします。  

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 これに御

異議ありませんか。  



－４－ 

（ 「 異議なし」 と呼ぶ者あり）  

 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定しました。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３  提出案件の概要説明

○議長（ 石垣菊蔵君）

 日程第３ 、提出案件の概要説明を求めます。  

 町長。  

○町長（ 石黒和彦君）

 皆さん、おはようございます。  

 本日、 ここに臨時町議会を招集いたしましたところ、町議会議員の皆様には、公私と

も大変御多用の中、御出席を賜り、深く 感謝申し上げます。  

 本日の臨時議会で御審議いただきます案件は、令和４年度南知多町一般会計補正予算

（ 第７号） の１議案であります。  

 それでは、提出案件の概要を御説明申し上げます。  

 議案第54号は、令和４年度南知多町一般会計補正予算（ 第７号） であります。  

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9, 924万円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億4, 888万3, 000円とするものでありま

す。  

 以上で、提出案件の概要説明を終わらせていただきます。慎重御審議の上、円満かつ

速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 これをもって提出案件の概要説明を終わります。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第４  議案第54号 令和４年度南知多町一般会計補正予算（ 第７号）

○議長（ 石垣菊蔵君）

 日程第４ 、議案第54号 令和４年度南知多町一般会計補正予算（ 第７号） の件を議題

といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 副町長。  

○副町長（ 中川昌一君）
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 それでは、議案第54号 令和４年度南知多町一般会計補正予算（ 第７号） につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。  

 データの２ページを御覧く ださい。  

 歳入歳出予算の補正、第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億9, 924

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億4, 888万3, 000円とするもの

であります。  

 補正をお願いする内容であります。  

 まず、歳出から御説明いたします。  

 ８ ページを御覧く ださい。  

 ３ ． 歳出であります。  

 ２款総務費、 １項総務管理費、 ９目電算管理費は2, 839万2, 000円の増額補正でありま

す。  

 このうち11節役務費、 12節委託料は、感染症拡大時への備えや日常でのデジタル活用

の推進のため、本庁舎へ住民向け無料Ｗｉ －Ｆ ｉ 環境を整備するための経費であります。  

 17節備品購入費は、職員が利用する端末にタブレット を導入してペーパーレス化を推

進し、紙資料を介した接触機会を軽減することにより感染防止対策を図るための経費で

ございます。  

 次に、 ３款民生費、 １項社会福祉費、 ９目住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金給付事業費は１億435万2, 000円の増額補正であります。  

 これは、電力・ ガス・ 食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響

が大きい住民税非課税世帯等に対し、 １世帯当たり５万円を支給するための経費であり

ます。  

 次のページを御覧く ださい。  

 ２項児童福祉費、 ２目児童運営費は160万4, 000円の増額補正であります。  

 このうち財源更正は、新型コロナウイルス感染症により生じた保護者の経済的負担の

軽減を図るため、 ３か月間の公立保育所の給食費の無償化を追加実施するための経費を

財源更正するものであります。  

 12節委託料は、旧師崎保育所の売却のため、再利用可能な備品等の移設や廃棄物の処

分及び不動産鑑定業務の委託に必要な経費であります。  

 18節負担金、補助及び交付金は、私立保育所等におきましても、公立保育所と同様に
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給食費を無償化することに対する補助を行うための経費でございます。  

 次に、 ６目子育て世帯臨時特別給付金給付事業費は1, 428万4, 000円の増額補正であり

ます。  

 これは、新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、食費等の物価高騰の影響を受

ける児童手当受給世帯に対して給付金を支給するための経費であります。  

 次に、 ４款衛生費、 ２項清掃費、 １目じん芥処理費は200万円の増額補正であります。  

 これは、燃料費の高騰により事業系ごみの回収費用の上昇が見込まれる中、回収業者

が個別回収ではなく 拠点回収を実施することで回収費用の上昇を抑えることができるた

め、拠点整備として旧篠島最終処分場の地面の雨天時におけるスリップ対策を施工する

ものであります。  

 次に、 ６款農林水産業費、 １項農業費、 ４目畜産業費は312万円の増額補正でありま

す。  

 これは、飼料価格の高騰によって経営に影響を受けている町内畜産農家に補助金を交

付することで農家の負担を軽減し、経営維持を図るための経費でございます。  

 次のページを御覧く ださい。  

 10款教育費、 １項教育総務費、 ３目教育振興費は857万円の増額補正であります。  

 このうち13節使用料及び賃借料、 17節備品購入費は、 コロナ禍において濃厚接触者等

の理由で学校に出席できない児童・ 生徒に対してオンライン学習により学習を保障する

環境を整備するための経費であります。  

 18節負担金、補助及び交付金の新入学児童生徒支援金は、本年度から実施しておりま

す入学お祝い金を新年度対象者分を前倒し実施することで、物価高騰による経済的負担

の影響が特に大きく なる新入学児童・ 生徒を持つ保護者に対して支援を行うための経費

であります。  

 次に、 ２項小学校費、 １目学校管理費は101万円の増額補正であります。  

 これは、篠島小学校プールのろ過装置が経年劣化による故障のため、ろ過ポンプや水

中ポンプなどの取替えに要する経費を計上するものでございます。  

 次に、 ３項中学校費、 １目学校管理費は890万7, 000円の増額補正であります。  

 このうち10節需用費、 17節備品購入費は、統合後の新中学校の校舎となる内海中学校

において、生徒数が増えることによる密を避けるため、会議室用の机、椅子、生徒用の

ロッカー、給食配膳台、多目的ト イレなどを購入するための経費であります。  
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 12節委託料、 13節使用料及び賃借料は、休日等の合同部活動や交流授業において、生

徒の感染防止対策として、路線バス内及び定期船内の密を避けることで感染リスクの低

減を図るため、スクールバス等の運行委託及び海上タクシーを借り上げるための経費で

あります。  

 14節工事請負費は、肢体不自由生徒の車椅子での生活に対応するため、校内の段差を

できるだけ解消することで身体的接触を減らし、感染リスクを軽減するため、スロープ

を設置するため増額するものであります。  

 次のページ、 11ページを御覧く ださい。  

 ５項保健体育費、 ４目給食施設費は1, 266万円の財源更正を行うものであります。  

 これは、新型コロナウイルス感染症により生じた保護者の経済的負担の軽減を図るた

め、既に７月から12月までの期間で実施している学校給食費の無償化を３月まで延長し

て実施するための経費を財源更正するものであります。  

 次に、 11款災害復旧費、 ２項公共土木施設災害復旧費、 １目道路橋りょう施設災害復

旧費は2, 700万1, 000円の増額補正であります。 これは、 ７月10日未明の大雨により被災

した豊浜字鳶ケ平井、町道3329号線、町道3033号線の道路のり面の災害復旧工事を実施

するための経費であります。  

 以上で歳出の説明を終わり、次に歳入の御説明を申し上げます。  

 戻りまして、 ６ページを御覧く ださい。  

 ２ ． 歳入であります。  

 14款国庫支出金、 １項国庫負担金、 ３目災害復旧費国庫負担金は1, 657万8, 000円の増

額補正であります。  

 これは、歳出で御説明いたしました豊浜字鳶ケ平井の道路のり面の災害復旧工事に対

する負担金であります。  

 次に、 ２項国庫補助金、 １目総務費国庫補助金は6, 770万円の増額補正であります。  

 これは、新型コロナウイルス感染症に対応するための交付金で、町が実施する新型コ

ロナウイルス感染症対策事業に対する交付金でございます。  

 次に、 ２目民生費国庫補助金は１億435万2, 000円の増額補正であります。  

 これは、歳出で御説明いたしました電力・ ガス・ 食料品等の価格高騰で影響を受ける

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に対する補助金であります。  

 次に、 15款県支出金、 ２項県補助金、 ２目民生費県補助金は1, 428万4, 000円の増額補
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正であります。  

 これは、歳出で御説明いたしました子育て世帯臨時特別給付金給付事業に対する補助

金であります。  

 次に、 19款１項１目繰越金は299万9, 000円の増額補正であります。 これは、今回の歳

入歳出補正の財源調整としまして増額するものであります。  

 次に、 20款諸収入、 ４項３目雑入は1, 487万3, 000円の減額補正であります。  

 このうち２節民生費雑入は221万3, 000円の減額補正で、公立保育所の給食費の無償化

を行うことに伴い、保育所主食費徴収金及び副食費徴収金を減額するものであります。  

 次に、 ８節教育費雑入は1, 266万円の減額補正で、学校給食費の無償化を行うことに

伴い、小・ 中学校の学校給食費徴収金を減額するものであります。  

 次に、 ７ページを御覧く ださい。  

 21款１項町債、 10目災害復旧債は820万円の増額補正であります。  

 これは、歳出で御説明いたしました災害復旧費に係る経費に充てるための地方債であ

ります。  

 以上で歳入の説明を終わります。  

 次に、 ４ページの左の表を御覧く ださい。  

 第２表、地方債補正（ 追加） の表であります。  

 歳入の21款町債にて御説明させていただきました地方債の追加であります。道路橋り

ょう施設災害復旧工事の補助事業分に820万円を追加するものであります。  

 次に、補正予算給与費明細書の御説明を申し上げます。  

 12ページの右の表を御覧く ださい。  

 上段の表、ア、会計年度任用職員以外の職員の比較の欄の職員手当を御覧く ださい。  

 職員手当81万9, 000円の増額であります。 これは、住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金給付事業並びに子育て世帯臨時特例給付金給付事業に係る職員の時間外勤務

手当の増額であります。  

 次のページの左の表を御覧く ださい。  

 上段の表、 イ、会計年度任用職員の比較の欄の報酬、職員手当を御覧く ださい。  

 54万9, 000円と６万8, 000円の合計61万7, 000円の増額であります。 これは、 住民税非

課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業に係る会計年度任用職員の報酬並びに期末

手当の増額であります。  
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一般会計の地方債残高はこの補正予算書14ページにございます。 14ページを御覧く だ

さい。  

 表の一番下段の右側になりますが、地方債の令和４年度末現在高見込額は70億8, 558

万3, 000円でございます。  

 以上で提案理由の御説明を終わります。御審議のほどよろしく お願いいたします。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 これをもって提案理由の説明を終わります。  

 これより質疑に入ります。  

 質疑はありませんか。  

（ 「 議長」 と呼ぶ者あり）  

 内田議員。  

○６番（ 内田 保君）

 ６点質問します。  

 まず第１点目、 ６ページの給食の無償化については、大いに賛成するものであります。  

 しかし、物価高騰でかなり食材等が上がってきております。 これについては、既に前

回の補正予算の中でも補助がついておりましたけど、今後も続く 物価高騰については引

き続きこの無償分とは別にきちっと支援していく ということで間違いないか、 これにつ

いて１点お願いします。  

 ２点目、 11ページのところと10ページのところなんですが、 Ａ Ｉ ド リルの問題です。  

 学校教育でＡ Ｉ ド リルを買うということにしておりますけど、 これは漢字ドリルなの

か、計算ドリルなのか。それから、基本的に前提としてタブレット を学校から持ち帰る

ということを想定しているのか。それで子どもたちが各家庭でこのドリルを使うという

ことを想定してこれを入れるのか、それについてお答えく ださい。  

 ３点目、 11ページのところで、生徒用のスチールロッカーというのを買うというふう

になっております。先日の中学校再編委員会の中で、その資料の中で、生徒用スチール

ロッカーは学習室の背面ロッカーの活用ができなく なるため、各普通教室の廊下に生徒

用ロッカーの増設を計画していると、 これどういうことなんでしょうか。各教室にはロ

ッカーがありますよね、だけどさらにこのスチールロッカーを廊下に設置するというこ

とは、ちょっと意味がよく 分からないものですから、なぜこのような、 ９個のスチール

ロッカーを当面買うようでありますけど、 それは必要なのかどうかということを説明し
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てく ださい。  

 それから４点目、 ８ページの高騰支援の非課税の５万円の対策に会計年度任用職員が

54万9, 000円、 期末手当が６万8, 000円計上されております。 これは、先ほどの表を見て

みますと、会計年度任用職員は増えておりません。なので、会計年度任用職員に一つの

時間外手当を、時間計上を増やしてそれでやる、そういう計画でこれはつく った予算計

上なのか、 これもお答えく ださい。  

 それから５点目、 ８ページの職員給与費ですが、時間外勤務手当が７万5, 000円と、

それから既に５万円支給のための手当てをするとしておりますので、それと合わせたこ

の時間外手当なのか、職員給与費の７万5, 000円は何を想定しての７万5, 000円なのかお

答えく ださい。  

 それから最後、 ６点目、 ４ページと11ページの災害復旧費のところですが、 2, 700万

円のうち起債を820万円しております。 これは、 どこで起債をして利率はどれだけで何

年返済なのか、それもお答えく ださい。以上です。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 まず給食費の関係についてです。  

 物価高騰に伴ってということでございますが、来年度以降どうするのかと。来年度以

降につきましては、 まず給食費を今のところ上げる予定はありませんということですの

で、町のほうでそちらのほうは負担するということになります。以上です。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 学校教育課長。  

○学校教育課長（ 鈴木和芳君）

 ２点目のＡ Ｉ ドリルについてです。  

 Ａ Ｉ ド リルにつきましては、 タブレット の端末を各家庭への持ち帰りを想定しており

ます。また、ルーター等については補正予算のほうでお願いをする予定でございます。  

 あと、 タブレット のＡ Ｉ ドリルの内容につきましては、中学校、小学校それぞれ今現

在は５教科を対応できるドリルを想定しております。  

 続きまして、 ３点目のロッカーの設置についてでございます。  

 今現在、内海中学校には教室の後方にロッカーがございますが、そちらについては規
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格が小さいものですから、内海中学校は今現在、後ろのロッカープラス、空き教室の学

習室のロッカーを使っている状況でございます。  

 当然、来年統合しますと学習室等は使えないものですから、そうすると、今既存の使

っています教室の後ろのロッカープラス廊下に今回入れます追加のロッカーも使いなが

らの対応になります。以上です。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 住民福祉課長。  

○住民福祉課長兼保険年金室長（ 山下忠仁君）

 住民税非課税世帯等に対する会計年度任用職員及び職員手当について回答させていた

だきます。  

 会計年度任用職員につきましては、今現在、住民税非課税世帯で雇用しております職

員に対して継続して会計年度任用職員を契約するということで追加で補正予算を上げて

おります。  

 時間外勤務手当につきましても、今後想定されます事務、照会事務とかそれに対する

時間外を職員の時間外として計上しております。以上です。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 企画財政課長。  

○企画財政課長（ 滝本 功君）

 ただいまの内田議員の御質問、災害復旧債はどこで借りて、利率はどれぐらいかとい

う御質問でございますが、すみません、本日その詳しい資料を持っておりませんので、

ちょっとお答えをすることができません。申し訳ございません。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 副町長。  

○副町長（ 中川昌一君）

 それでは、先ほどの１番の回答の中で、給食費の値上げ分については教育委員会のほ

うから教育部長のほうが、現段階では値上げは考えていないと、町で持つという回答を

いたしましたが、今後、来年度の当初予算の活用の中におきまして、今後の経済の状況

でありますとか他市町の状況、 こういったことを勘案しまして予算査定で決めてまいり

ますのでよろしく お願いします。  

（ 発言する者あり）  



－１ ２－

○議長（ 石垣菊蔵君）

 副町長。  

○副町長（ 中川昌一君）

地方債の関係でございますが、今後、県との中で申込みをいたしまして、そこで決ま

ってまいりますので、現段階ではまだ一切何も決まっておりません。 これからでござい

ます。よろしく お願いします。  

（ 「 議長」 と呼ぶ者あり）  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 内田議員。  

○６番（ 内田 保君）

 ありがとうございました。  

 Ａ Ｉ ド リルについて、 もう一点質問します。  

 子どもたちがタブレット を持ち帰るということは、家にＷｉ －Ｆ ｉ 環境がない場合が

あります。そういう場合については、Ｗｉ －Ｆ ｉ ルーターを貸し出すと、そういうふう

なことをちゃんと教育委員会は想定しているということでよろしいですか。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 学校教育課長。  

○学校教育課長（ 鈴木和芳君）

 ルーター等についても今後は予定をしていきます。ただ、今導入を考えていますＡ Ｉ

ドリルについては、 オフラインでも使えるものですから、学校でそのドリルをダウンロ

ードして家庭で使えるということも今できます。以上です。  

○６番（ 内田 保君）

 分かりました。  

○議長（ 石垣菊蔵君）

 ほかに質疑はありませんか。  

（ 「 なし」 と呼ぶ者あり）  

 これをもって質疑を終了いたします。  

 お諮りいたします。本件については、委員会の付託、討論を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。  

（ 「 異議なし」 と呼ぶ者あり）  
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 御異議なしと認めます。よって、討論なしと認めます。  

 これをもって終了いたします。  

 これより議案第54号の件を採決いたします。  

 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  

（ 「 異議なし」 と呼ぶ者あり）  

 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（ 石垣菊蔵君）

 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。  

 これにて、令和４年第７回南知多町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。  

 〔  閉会 １ １時１ ４分 〕  
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